
様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和 7年 6月 8日

都道府県知事

(市長)  佐藤 樹一郎 殿

提出者

住 所 大分県佐伯市常盤南町 8番 33号
氏 名 谷川建設工業株式会社
代表取締役社長   谷 川 憲 一

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

目霊言舌番手チ  09 7 2-22-260 1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

61デ 3,7i

事 業 場 の 名 称 谷川建設工業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 大分県佐伯市常盤南町 8番 33号

計 画 期 間 令和 7年 4月 1日 ～令和 8年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 特定建設業

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高 ¥2, 985, 947, 035

③ 従 業 員 数 57人

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

・コンクリー ト殻・アスファル ト殻

再生利用業者に委託して、再生砕石として再資源化。
。その他の廃棄物

収集運搬業者及び中間処理業者及び、最終処分場ヘ

運搬 。破砕・選別、再利用、埋立処分

(日本工業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄

物の種類

ア

ス

コ
ン

が
ら

が
ら

コ

ン

ク
リ

汚
泥

金
属
く
ず

混
△
口

管
理

排 出 量 2457.2t 799.62t 197.96t 21,12t 34.21l t

① 現状 産業廃棄

物の種類

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

排 出 量 14.079t 9,643t 904.975t

(これまでに実施 した取組 )

廃棄物の分別を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減量

化を進めてきた。

【目標】

産業廃棄

物の種類

ア

ス

コ
ン

が
ら

コ

が ン
ら ク
リ

汚
泥

金
属
く
ず

管
理

排 出 量 2200t 700 t 190t 20t 30t

②計画 産簸 棄

オ勿の種類

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

排 出 量 10t 8t 800t

(今後実施する予定の取組)

廃棄物の分別を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減量

化を進めていく。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状
(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

工事で発生する廃棄物に関しては、ジサイクル可能な物は分類し、搬出

し、その他は、最終処分 (安定型)に処分している。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

廃棄物の分担を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減量

化を進めていきます。

特別管理産業廃棄物の管理を徹底します。

②計画



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(これまでに実施 した取組 )

該当しない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

該当しない

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(これまでに実施 した取組)

該当しない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)

②計画

該当しない



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

①

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(これまでに実施した取組 )

該当しない

【目標】

産業廃棄物の種類

②

計

画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

(今後実施する予定の取組 )

該当しない

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

ア
ス
コ
ン
が
ら

コ
ン
ク
リ
が
ら

汚
泥

金
属
く
ず

混
合
（管
理
）

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

全 処 理 委 託 量 2457,72 799,620 197.960 21,120 34,211 14,079 9.643 904.975

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
1,370 6.260 21,120 34.211 14,009 5,933 2.295

①

現

状

再生利用業者への

処 理 委 託 量
2457,72 798.250 191,700 0.070 3,710 902.680

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

(これまでに実施した取組)

再生利用については、再生利用業者に処理委託する。

廃棄物の分別を心がけて、リサイクルを可能な限り進めて、減量化を進めています。

可能な限り優良認定処理業者への処理委託を行っていきます。



(第 5面 )

②

計

画

【目標】

産業廃棄物の種類

ア
ス
コ

ン

が
ら

コ

ン

ク

リ
が
ら

汚
泥

金
属
く
ず

混
△
口

管
理

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

全 処 理 委 託 量 2200 700 190 20 30 10 8 800

10 10 10 20 30 10 6 10

2190 690 180 2 790

(今後実施する予定の取組)

再生利用に関しては、再生利用業者に処理委託します。

廃棄物の分別を心がけて、関連法規 (廃棄物処理法
。リサイクル法等)の趣旨を理解し

て、リサイクルを可能な限り進め、減量化を進めますも

可能な限り優良認定処理業者への処理委託を行つていきます。

また、特別管理産業廃棄物の管理を徹底します。

※ 事
務 処

理欄


